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1．総則 
1.1 目的 
当院は、新型インフルエンザ等流行時においても、人命尊重を最優先とした対応を図りつつ、地域住

民への影響を最小限に留めることを使命と捉え、医療サービスの提供を継続するために事業継続計画

（以下 BCP）を策定する。 
 
1.2 策定と変更 
 本 BCP は当院の新型インフルエンザ等対策会議の討議を経て策定したものである。また、新型イン

フルエンザ等の発生後は、新型インフルエンザ等対策会議の審議を経て適宜改訂するものであり、変更

に際しては最新の科学的根拠に基づかなければならない。 
 
1.3 職員への周知と体制の確保 
 本BCP に記載された各対応を全職員が理解し、全職員の協力で診療体制が構築できるよう、院内 LAN
を通じて情報を開示するとともに研修会等を通じて職員に周知徹底する。 
 
1.4 適用範囲 
本 BCP の適用範囲は、医療サービスの提供継続に関わる全ての業務及びその関連業務とする。 

主な機能 本BCPの対象

入院、外来、救急、手術診療 ◎

入院、外来、救急、手術診療 ◎

調剤、製剤、投薬 ◎

各種検査（検体・生理検査） ◎

各種放射線検査 ◎

医療機器管理 ◎

リハビリテーション ○

経営支援センタ
データ管理、ＩＴインフラ管理、診療録管理
、医療クラーク

◎（ＩＴインフラ管理）

（医療クラーク）

入退院支援センタ 入退院支援、ベッドコントロール ◎

安全管理センタ 感染管理、医療安全管理 ◎（感染管理）

教育・研修センタ 院内教育、研修等 ○

品質管理センタ ＩＳＯ、機能評価、Ｐマーク ○

地域医療推進センタ 地域医療連携 ◎

在宅医療推進センタ 訪問診療、居宅支援 ○

がん相談支援センタ

患者サポートセンタ

食事の提供 ◎

医事・経理グループ 受付、会計、保険請求 ◎

総務係 リスク対策、勤労業務、庶務業務 ◎

施設管理係 用役・医材・医療機器・建屋・設備の管理 ◎

健康診断、人間ドック ◎

医療福祉・患者相談 ○

医務局

看護局

薬務局

検査技術科

放射線技術科

臨床工学科

リハビリテーション科

部門

栄養室

事
務
局

総合健診センタ

Ｔ
Ｑ
Ｍ
統
括
室

地

域

医

療

 
 
凡例 ◎：重要業務対象部門 
   ○：重要業務非対象部門 
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2．計画の概要 
2.1 基本方針 
〇〇総合病院は「医療サービス」を基本業務として、「地域の医療を護る」病院である。 

 大地震、新型インフルエンザ等感染症パンデミック等の発生時には、医療の本質である人命尊重の大 

原則のもとに、地域の行政・医師会・企業等と密なる連携を取り、当院の医療サービス事業の継続を図 

り、当院職員を含めた地域住民の人命救助とその事業の継続に寄与する。 

そのためには、平時から事業継続計画におけるマネジメントの重要性を認識し、単に事業継続計画を 

策定するだけではなく、常に演習を含めた PDCA サイクルを回し、BCMS を実行していくことを要求 

する。 

 

2.2 当院の役割 
 当院は地域の中核病院として地域住民に対し必要な医療の提供を行うとともに、帰国者・接触者外来を

設置し、重症患者の入院対応を行う。 
 ①海外発生期及び地域感染早期に帰国者・接触者外来を設置し、新型インフルエンザ等の発生国から 

の帰国者や患者との濃厚接触者に対して外来診療を行う。 
 ②感染症指定医療機関として、地域発生早期に新型インフルエンザ等の疑似症患者・患者（確定例）

に対する入院診療を行う。 
 ③地域感染期において、新型インフルエンザ等の重症患者の入院を積極的に受け入れる。 
 
2.3 事業継続の方針 
当院の基本方針に則り、各部門内で継続すべき業務を確認する。各部門内の継続業務の内容は、「業

務インパクト分析シート」を参照する。 
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3．被害想定 
3.1 対象リスク 

2009 年に流行した「A/H1N1」よりも致死率や重症化率が高く、人命及び社会への深刻な影響が懸念 
される「新型インフルエンザ（鳥インフルエンザ H5N1 等ウイルスに由来する新型インフルエンザ相

当）」とする。ただし、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律の施行により、令

和２年１月に中華人民共和国から政界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告

されたものに限る新型コロナウイルス感染症、すなわち新型コロナウイルス（COVID19）も含むもの

とする。 
 

＊本 BCP においては、「最悪の事態を想定」した計画を策定し、実際に新型インフルエンザ等が発生

した際には、その特性や社会状況等を踏まえたうえで各種対策を適宜選択し、調整を図りながら柔

軟に運用していくことを前提とする。 
 
（1）発生段階 
国内、地域（都道府県）における感染状況を表す段階を示す。 

発生段階は政府発表に従い、それに準じて対応を変更する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊厚生労働省：「新型インフルエンザ等発生に備えて医療機関に求められること」より抜粋 
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3.2 業務区分 
新型インフルエンザ等の感染拡大とともに、業務の継続・縮小・中断を判断していくために各業務を以

下の３つに区分する。各部門は「業務インパクト分析シート」を基に、各業務を以下の区分に分類する。 
（「業務インパクト分析シート」参照） 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

業務継続区分 継続優先度 開始および停止時期 

基本業務 低 地域感染早期以降、原則業務停止 

優先業務 中 地域感染期以降、原則業務停止 

重要業務 高 海外発生期より業務開始または継続 

 

地域（都道府県） 備考（国） 

発生段階 状況 発生段階 

未発生期 未発生期 
新型インフルエンザ等が発生していない状

態 
未発生期 

海外発生期

から 
地域感染早

期 

海外発生

期 
海外で新型インフルエンザ等が発生した状

態 
海外発生

期 

地域未発

生期 
国内で新型インフルエンザ等の患者が発生

しているが、地域では発生していない状態 
国内発生

早期 

地域感染

早期 

各都道府県で新型インフルエンザ等の患者

が発生しているが、全ての患者の接触歴を疫

学調査で追える状態 
国内感染

期 

地域感染期 
地域感染

期 
各都道府県で新型インフルエンザ等の患者

の接触歴が疫学調査で追えなくなった時点

（目安） 

小康期 小康期 

＊「新型インフルエンザ等対策政府行動計画 平成 25 年 6 月 7 日」より引用、編集 
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3.3 重要業務 
本 BCP における重要業務は以下のとおりとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

部門 重要業務

医務局 感染疑い患者の診察

看護局 トリアージおよび感染疑い患者の診察介助、検体採取等

薬務局 薬剤準備、患者説明

検査技術科 検体搬送、検査実施

放射線技術科 感染疑い患者の放射線検査

ＴＱＭ統括室情報システム担当 各システム設定の変更 等

施設管理係 用役管理、帰国者・接触者外来設置

医事・経理グループ 外来窓口業務、患者案内

総務係 外部対応、人員管理　等

医務局 感染疑い患者の診察

看護局 入院患者の看護

薬務局 入院投薬業務

検査技術科 入院検査

放射線技術科 入院患者の放射線検査

臨床工学科 医療機器管理

栄養室 食事の提供

医事・経理グループ 入院医事業務

医務局 一般外来、救急患者の診療

看護局 一般外来、救急患者の看護

薬務局 外来投薬業務

検査技術科 外来検査

放射線技術科 外来患者の放射線検査

医事・経理グループ 外来窓口業務

一般入院診療（入院中患者）

緊急で入院する患者の入院診療（新規入院患者）

入院中患者の退院促進（転院・自宅退院・施設入所他）

看護局 入院患者の看護

薬務局 入院投薬業務

検査技術科 入院検査

放射線技術科 入院患者の放射線検査

臨床工学科 医療機器管理

栄養室 食事の提供

医事・経理グループ 入院医事業務

医務局

業務分類

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
診
療
班

帰国者・接触者
外来

入院診療

一
般
診
療
班

一般診療

入院診療



8/24 頁 
3.4 被害想定及び災害シナリオ 
 

段階

国

地域

0-2週間 2-4週間 0-2週間 2-4週間

・対策本部の解散

・BCP発動準備 ・BCP発動 ・BCP解除

・業務縮小 ・超過入院対応 ・業務拡大検討

　外来診療の縮小 ・通常体制

　待機的入院の縮小

　待機的手術の延長

・一般診療 ・通常体制

（空間分離）

・一般病床 ・一般病床 ・通常体制

（原則個室） （ｺﾎー ﾄ隔離）

・通常体制

・特定接種準備

④職員の感染防止

　・特定接種の実施

業務継続対策

・帰国者・接触者

　外来準備

・帰国者・接触者

　外来開設

・入院患者受け
　入れ準備

・入院患者受け
　入れ

（感染症病床）

・対策本部
　の設置

新型インフルエンザ対応

感染防止対策

　・感染（疑い）者の自宅待機指示

　・接触者の予防内服

　・健康管理報告の徹底

③職員の健康監視

②職場での感染拡大防止

　・感染（疑い）者の受診

　・感染状況の把握と報告の徹底

基本業務は停止

・必要備品の在

　庫確認、調達

  配布

①職場での感染予防

　・マスク着用の徹底

　・標準予防策の徹底

・業務縮小検討

　（BCP発動）

・業務縮小（近隣地域発生時）

出勤率：80％以上

欠勤率：20％

基本業務は停止

出勤率：60％未満

欠勤率：40％以上 欠勤率：40％未満

優先業務は継続

　・職員家族の感染状況報告の徹底

重要業務は継続

優先業務は継続

重要業務は継続

優先業務は原則停止

　・感染（疑い）者の把握と指示

・帰国者・接触者外来閉鎖

重要業務は継続

第五段階

小康期

小康期

19週間後～

通常勤務 通常業務 基本業務は停止

出勤率：60％

通常勤務

国内感染期

第三段階

（回復期）

8週間後～

第四段階

地域感染期

6-8週間後

従業員の出勤率

発生段階

第一段階 第二段階

海外発生期 国内発生早期

出勤率：通常

業務継続のシナリオ

海外発生期 地域未発生期 地域発生早期

4-6週間後

出勤率：80％出勤率：通常

欠勤率：数％ 欠勤率：20％

感染速度シナリオ
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上記表中、新型インフルエンザ対応には COVID19 対応も含まれる。その場合、①職場での感染予防に

はアルコール消毒、次亜塩素酸ナトリウムの消毒も含む。②接触者の予防内服は COVID19 では実施し

ない。③職員の感染防止には特定接種の実施はない。 

3.5 感染拡大に伴う人的被害 

（1）欠勤率：最大 40％と想定する。 

 欠勤率の 30％は事業継続計画を検討するための目安。自動車通勤が多いので自主的な欠勤者が少ない、 

又はパートタイマー職員や女性職員が多いため 60％の欠勤率を想定した方が現実的である等、職場の状

況に応じて、この想定に縛られず部門毎に設定しても構わない。 

 

＜日頃より少ない人員で対応する場合＞ 

①日頃の感染対策の知識と技術を学び、自分自身の感染を防ぎ、自身が感染しても同僚や患者に感 

染させないよう、咳エチケット、標準予防策を実践する。 

②看護業務はストップすると予想以上の診療継続体制の困難を生じるため、看護業務への支援は特

に力を入れる。院内保育の拡充、学童保育の導入なども考慮する必要がある。 

③各部門の担当者が多くの業務をできるように、日頃からクロストレーニングを行う。 

④診療継続を最優先とする業務の分担を検討する。 

⑤事務作業は、地域感染期（流行のピーク時）には積極的に延期又は中止する。 
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4．危機管理体制 

（1）対策本部 
  「対策本部設置及び事業継続計画発動基準」に則り、新型インフルエンザ等対策本部を設置する。 
  対策本部の体制、設置基準、及びＢＣＰ発動・解除基準等については、「対策本部設置及び事業継

続計画発動基準」に定める。 
 

（2）新型インフルエンザ等対策本部の機能 
  ①対策本部設置後は定期的に会議を開催する。開催頻度は新型インフルエンザ等の流行状況に応じ

て決定する。 
  ②対策本部においては、国内外の流行状況、地域発生状況等、情報の共有に努める（情報収集のリ

ソースは、別紙 1「新型インフルエンザ等感染症に関する情報確認先リスト」を参照）。 
  ③対策本部会議において、当院全体の対応を協議する。 
  ④対策本部長は、対策本部会議での協議を踏まえ、新型インフルエンザ等発生時対応を最終決定す

る。 
 
（3）第 1 回 対策本部会議議題 
  ①各責任者及び推進体制の確認 
  ②新型インフルエンザ等の疫学・流行状況と国、県、管轄保健所等からの指示確認 
  ③患者（外来、入院）への対応方針の確認 
  ④職員への対応方針の確認 
  ⑤医薬品及び医療資器材等の在庫、流通確認 
  ⑥外部機関との連絡体制の確認        等  
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5．事前対応計画 

5.1 事前対策事項 
当院における新型インフルエンザ等に関する対策の立案・実施については以下のとおりとする。 
①未発生期においては、感染管理委員会により新型インフルエンザ等対策の立案及び院内感染対策

の強化を図る。 
②未発生期における対策立案は感染管理委員会が行うこととするが、必要に応じ新型インフルエ 
ンザ等対策ワーキンブグループを別途設置する。 

③発生期においては新型インフルエンザ等対策本部を設置し、新型インフルエンザ等対策を実施す

る。 
 
5.2 新型インフルエンザ等対策の体制整備 
  院内感染対策マニュアルに基づき、平時から院内感染対策を徹底する。また、新型インフルエンザ 
 等発生時における BCP を策定し、職員間での情報共有と事前訓練を実施する。 

（1）マニュアル等の整備 
①院内感染対策マニュアルの整備・改訂 

  ②新型インフルエンザ等発生時における BCP の策定・検討及び改訂 
  ③本計画に基づき、各部門において BCP 及び必要な手順書等の策定・検討及び改訂 
  ④職員へのマニュアルの開示と業務の周知 
  ⑤新型インフルエンザ等患者（疑いを含む）診療時の対応方針（PCR 検査実施の要否、PCR 検査

依頼等）に関し、管轄保健所との調整 
 
（2）訓練の実施 
  本 BCP 策定後は、研修会等を通じて、新型インフルエンザ等対策の概要や BCP に基づく当院の対

応について、全職員へ周知を図るとともに、関係者を交えた机上・実地訓練等を実施する。また、訓

練の結果を基に本 BCP の見直しを行い、実践的な計画となるよう随時更新する。 
 
（3）教育と研修 
  新型インフルエンザ等発生時においても適切な診療を提供できるよう、以下の教育及び研修を実施

する。 
② 新型インフルエンザ等に関する基礎知識について 
② 発生段階に応じた新型インフルエンザ等の疑い・確定患者に対する診療体制について 
③ 院内感染対策、個人防護具の適切な使用法、職員の健康管理について 
④ 部門別の事業継続計画について 

 
（4）特定接種の登録（COVID19 の場合は該当しない） 
  行政から示される申請手続きに基づき、特定接種の登録事業者としての登録を行う。 
  ①「新型インフルエンザ等医療型」で登録 
  ②職員の業務内容に応じた特定接種対象者リストを作成 
  ③人数分のワクチン供給がされない場合を想定し、接種順位を決定する際の基本情報（年齢、職種、 

所属部門、業務内容等）の把握 
 
（5）医療資器材等の確保 
  院内に備蓄している医療資器材や薬剤等を確認し、新型インフルエンザ等対策で使用する物資をリ

スト化する。また、使用期限等を担当部門が管理する（別紙 2「医薬品及び感染対策用品リスト」参照）。 
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（6）連絡網の整備 
  新型インフルエンザ等発生時における緊急連絡先リストを作成し、随時更新する。 
   ①対策本部員連絡網（別紙 3「院内連絡網」参照） 
   ②医薬品等取扱業者リスト（②③④は別紙 4「緊急連絡先一覧」参照） 
   ③委託業者リスト 
   ④連携機関リスト 

 
（7）患者及び面会者等の安全確保と広報 
  発生段階に応じて、患者及び面会者等への啓発・広報を行う。 
  1）未発生期 
   手指衛生、咳エチケット等の感染対策についてポスター等による啓発 
 

2）海外発生期及び国内発生早期 
   ①手指衛生、咳エチケット等の感染対策についての啓発（未発生期から継続） 
   ②新型インフルエンザ等の流行状況や診療に関する当院での対応方針等、ポスターやホームペー 

ジでの情報提供 
 

3）国内発生期 
   ①手指衛生、咳エチケット等の感染対策についての啓発（未発生期から継続） 
   ②新型インフルエンザ等の流行状況や診療に関する当院での対応方針等、ポスターやホームペー 

ジでの情報提供 
③ 面会に関する当院の方針について、ポスターやホームページでの情報提供
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6．事業継続対応 

6.1 発生段階ごとの対策の概要 
 新型インフルエンザ等発生後は、「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」に沿って対応する。当

院における事業継続計画は、「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」の発生段階ごとの対策に沿っ

て策定する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊資料「新型インフルエンザ等対策政府行動計画の概要（平成 25 年 6 月 7 日）」より抜粋 

 
 



14/24 頁 
上記表に関して、COVID19 では抗ウイルス薬はない。国内発生早期では、特に積極的疫学調査により、

クラスターの早期発見とその対策に努めることが重要である。 
6.2 海外発生期から地域感染早期 
 発生国からの帰国者や患者との濃厚接触者に対しては「帰国者・接触者相談センター」を通じて、 
帰国者・接触者外来において外来診療を行うことを原則とする。また、診察の結果、新型インフルエン

ザ等と診断された場合は、感染症法に基づき感染症指定医療機関等において入院措置を行う。 
当院は、第 2 種感染症指定医療機関に指定されているため、帰国者・接触者外来での外来診療と新型

インフルエンザ等患者の入院診療を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ＊平成25年 政府行動計画・ガイドラインを踏まえた「医療機関における新型インフルエンザ等対策立案のための手引 

き」（平成25 年9月 暫定1.1 版）より抜粋、編集 

COVID19 の場合のフロー 

 

当院の対応 
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（1）外来診療体制（「帰国者・接触者外来運用マニュアル」参照） 
  管轄保健所からの要請を受けた時点で、帰国者・接触者外来を設置し、新型インフルエンザ等が疑

われる患者に対する外来診療を開始する。その他の外来診療は通常体制とする。 
1）帰国者・接触者外来の設置 
 院内感染防止のため、受診者の時間的または空間的分離ができるよう原則として以下の場所へ設

置する。 
   ①設置場所：救急隔離室 
   ②待機場所：当院北側駐車場（夜間・救急患者用駐車場を使用） 
   ③受付対応：夜間・救急窓口 
 
  2）帰国者・接触者外来運営の準備 
   ①掲示物 
    ・新型インフルエンザ等の流行状況や咳エチケット励行等のポスターを掲示する。 

・当院での診察対応方法も合わせて掲示する。 
②トリアージの準備 

    ・総合案内に「発熱患者問診表」を準備する。 
    ・トリアージに必要な人員を確保する。トリアージは原則、看護師が担当するが、人員確保が 
     困難な場合は流動的に担当者を決定する。 

③診察室の準備 
・個人防護具等診察時に必要な物品や、検査に必要な物品を整備する。 
・診察に必要な器具（体温計、聴診器、血圧計、SpO2モニター等）を準備する。 
・医療廃棄物等のゴミ箱を設置する。 
COVID19 の場合は、手洗いなどの衛生対策を心がける。手などの皮膚の消毒を行う場合には、

消毒用アルコール（70％）を、物の表面の消毒には次亜塩素酸ナトリウム（0.1％）が有効で

ある。また、医療器具の消毒にはグルタラール、フタラール、過酢酸も有効であるが、使用時

の留意事項を遵守する。検体を扱う際にも、患者の取り扱い時と同様の感染対策を励行する。 
   ④その他 

 ・担当する医師、看護師、受付等のシフト表を作成する。 
   

≪担当部門≫診察患者数等により必要人数を各部門で確保する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COVID19 の場合、胸部ＣＴ検査が必要な場合がある。 

担当部門 役割

医務局 ①患者診察
看護局 ①診察介助

②検体採取
③各担当者との連絡、調整

地域医療連携担当 ①保健所、社内からの診察依頼窓口
②診察医師への連絡、診察時間の調整
③診察時間等、看護師への連絡、調整

医事・経理グループ ①診察受付
②会計業務

検査技術科 ①検体および検査伝票の受け取り、迅速検査の実施

②診察医師または看護師への検査結果連絡

③検査オーダーの代行入力および検査結果の入力

④PCR検体＋同意書＋提出伝票の保管→保健所への受け渡し

放射線技術科 ①一般撮影等
②患者状態に応じて、ポータブル撮影

薬務局 ①調剤業務
②服薬指導

総務係 ①掲示物等の作成、掲示
②患者誘導係の手配
③管轄保健所への連絡、PCR検体受け渡しの調整
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3）帰国者・接触者外来診察対象 
   帰国者・接触者外来での診察は、原則として「帰国者・接触者相談センター」から診察依頼の 

あった者とする。また、「帰国者・接触者相談センター」を介さず直接来院した者や電話での問い

合わせがあった場合は、「帰国者・接触者相談センター」へ連絡するよう指示する。 
 ・診察依頼の受信場所：地域医療連携担当 
  

  4）帰国者・接触者外来での診療 
   ①「帰国者・接触者相談センター」から患者診察の依頼を、地域医療連携担当が受信する（FAX

および TEL）。 
②「帰国者・接触者相談センター」から診察依頼を受けた患者に対し、担当医師と診察時間の調

整を行う。 
④  「帰国者・接触者相談センター」へ患者の来院時間、待機場所を指示する。その際、マスク

を着用して来院するよう伝える。可能な限り自家用車等を活用し、公共機関を活用しない。 
⑤ 来院後、当院北側駐車場へ患者を誘導し、車内で一時待機するよう指示する。 
患者と直接接触する職員は、サージカルマスクを着用する（新型インフルエンザ等の病原性によ 
っては、N95 マスクを着用する場合もある）。また、接触する可能性に応じて、適宜手袋、エプ 
 ロン（又はガウン）等を着用する。特に COVID19 の場合はエアロゾル感染も否定できないこ 
とから、N95 マスク、ゴーグルまたはフェースシールド、手袋、キャップ、ガウンを着用するこ 
と。 

   ⑤診察の結果、新型インフルエンザ等の疑似症患者と判明した場合、直ちに保健所へ連絡する。 
⑥PCR 検体を採取・提出する場合は、「PCR 検体取扱いマニュアル」に準ずる。 
 

（2）入院診療体制 
  当院の帰国者・接触者外来において、新型インフルエンザ等と診断された患者の入院診療を行う。 

その他の入院診療は通常どおりとする。 
  1）入院病棟 
   ①新型インフルエンザ等と診断された患者は、感染症法の規定により陰圧個室への入院が原則で

あるため、新型インフルエンザ等と診断された患者は、6 東病棟の感染症病床（陰圧個室）へ

入院させる（最大 2 床）。   
②陰圧個室 2 床を超える患者の入院が必要になった場合は、他の感染症指定医療機関での受け入

れ可否について、〇〇保健所と相談する。 
   ③当院で陰圧個室 2 床を越える患者を受け入れる場合は、6 東病棟の一般個室へ入院させる。 
 

2）入院病床の準備 
   ・陰圧個室の使用は、通常の空気感染予防策に準じた対応を行う（「新型インフルエンザ等対応

マニュアル」参照）。 
   ・前室に個人防護具、手指衛生に必要な物品を準備する。 
   ・診察に必要な器具（体温計、聴診器、血圧計、SpO2モニター等）は、可能な限り個人専用と 
    する。 
 
  3）入院診療 
   ・帰国者・接触者外来や他病棟から入院する場合は、できるだけ他の患者との接触を避けるよう 
    にして病室へ誘導する。 

入院経路： 
救急外来陰圧診察室→救急処置室内エレベーター（No.7）（2 階まで） 
→薬務局前廊下を経由→職員用エレベーター（No.3）で 6 階へ 
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＊患者搬送に使用するエレベーターは新型インフルエンザ等患者専用とする。 

・患者のケア、診察をする場合は、サージカルマスク（新型インフルエンザ等の病原性によって

は、N95 マスク）、エプロン（又はガウン）、手袋を着用する。 
・胸部レントゲン検査は原則としてポータブル撮影とする。CT 検査等、室外での検査が必要な 
 場合は、患者にサージカルマスクを着用させてから移動する。 

  
（3）サーベイランスの実施（「全数報告」の開始） 
  ・診療した患者が症例定義に合致した場合、診察した医師は「発生届」を作成し、〇〇保健所に 

 届け出る。 
  ・記載した「発生届」は、総務係から〇〇保健所へ郵送（または直接提出）する。 

 
（4）職員の健康管理等 

   ①対策本部からの指示発令後、就業中のサージカルマスク着用を徹底する。 
    なお、COVID19 疑い等の患者の診察、検体採取時には N95 マスク、ゴーグルまたはフェース

シールド、手袋、キャップ、ガウンを着用する。 
②新型インフルエンザ等患者と濃厚接触した場合、感染管理委員会が抗インフルエンザ薬の予防

投与を検討する（「インフルエンザ等感染対策マニュアル」参照）。 
   ③体調不良による欠勤者や外来受診者が出た場合、所属部門責任者が総務係へ報告する（健康管

理報告の徹底）。 
④特定接種の実施(COVID19 の場合は適用しない) 
ワクチン納入日・納入数判明後、特定接種対象者リストから優先接種者を選出し、順次ワクチ

ンを接種する。ワクチン接種は厚生労働省から示される特定接種に関する実施要領に沿って実

施する（「特定接種対応マニュアル（職員）」参照）。 
   ⑤発症者と濃厚接触者の自宅待機の目安 
    発症者：「発症日の翌日から 7 日を経過するまで」、または「解熱した日の翌々日まで（解熱後

48 時間）」のいずれか長い方 
    濃厚接触者：患者が発症した日の翌日から 7 日を経過するまで 
    なお自宅待機期間は、厚生労働省からの通達を基に、必要に応じて変更するものとする。 

 COVID19 の場合、濃厚接触かどうかを判断する上で重要な要素は二つあり、➀距離の近さと 
➁時間の長さである。必要な感染予防策をせずに手で触れること、または対面で互いに手をの 
ばしたら届く距離（目安として２メートル）で一定時間（概ね 30 分）以上接触があった場合 
に濃厚接触者と考えられる。また、自宅待機期間は 14 日間とする。・濃厚接触者については、 
保健所が咳エチケットと手指衛生を徹底するように指導し、常に健康状態に注意を払うように 
伝える。濃厚接触者と同居している者にはサージカルマスクの着用および手指衛生を遵守する 
ように伝える。 

・濃厚接触者が着用しているマスクについて、一度着用したものは、食卓などに放置せず廃棄す 
るようにする。また、マスクを触った後は、必ず手指衛生をすることを指導する。 

・濃厚接触者が発熱または呼吸器症状を呈し、医療機関を受診する際には、保健所に連絡の上、 
受診する。 

・廃棄物処理、リネン類、衣類等の洗濯は通常通りで良い。 
6.3 地域感染期 
 県内で新型インフルエンザ等の患者が発生し、接触歴が疫学的に追えなくなった時期である。新型イ

ンフルエンザ等を疑う患者の診察は一般外来で行い、入院治療は重症患者を対象とし、それ以外の患者

は在宅療養を行う。また、患者数が大幅に増加した場合、自宅療養が可能な入院患者について病状を説

明した上で退院を促し、新型インフルエンザ等の重症患者のための病床確保を検討する。 
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＊平成25年 政府行動計画・ガイドラインを踏まえた「医療機関における新型インフルエンザ等対策立案のための手引 

き」（平成25 年9月 暫定1.1 版）より抜粋 

 
(1)地域感染期（前段階）での対策本部検討事項 

   対策本部においては、地域感染期に至る前段階より以下の事項を検討し、診療体制切り替え 
等の準備を行う。 
①帰国者・接触者外来中止後の診療体制 
②感染症法に基づく入院措置の中止 
③重症者の受入準備（入院病床の確保） 
    （待機入院・待機手術の延期、軽症患者の退院・転院対応） 
④外来診療枠の縮小検討 
⑤長期処方実施検討 
⑥ＦＡＸ処方実施検討 
⑦基本的な感染対策の徹底と院内感染防止対策（持ちこみ防止、職員の感染対策） 
⑧各部門の調査事項 
   ・看護局：入院予約患者数、空床状況 
   ・総務：職員の欠勤数 
   ・施設：医療資器材の在庫状況 
   ・薬局：抗インフルエンザ薬の在庫確認 
   ・検査：迅速診断キットの在庫確認 
   ・臨床工学科：人工呼吸器、輸液ポンプ等の使用可能台数確認 
⑨病棟・外来への医師・看護師･その他スタッフの配置  等 
（院内での感染者が発生後は、欠勤状況を鑑み、原則毎日対策本部会議を開催し、配置を検討） 
⑩遠隔診療の対応 
 

  
尚、行政から基本的対処方針変更等の連絡が入った場合は、直ちに対策本部を招集し、すみやか

に診療体制の切り替え等を実施する（行政からは事務長または総務係に連絡が入る想定。事務長

または、総務係員が院長に会議の開催を打診し、対策本部員を招集する）。
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（2）外来診療体制 
  地域感染期に至った場合、帰国者・接触者外来を閉鎖し、通常の外来診療を行う。患者数が大幅に

増加するまでの間は、その他の外来診療は通常体制とする。 
1）外来運営の準備 

   ①掲示物 
    ・新型インフルエンザ等の流行状況や咳エチケット励行等のポスターを掲示する。 

・発熱、呼吸器症状があり新型インフルエンザ等が疑われる場合は、マスクを着用した上で、

総合案内でその旨を申し出るようポスターを掲示する。 
②予診室・診察室の準備 
・個人防護具等診察時に必要な物品や、検査に必要な物品を整備する。 
・診察に必要な器具（体温計、聴診器、血圧計、SpO2モニター等）を準備する。 
・医療廃棄物等のゴミ箱を設置する。 

 
2）外来での診療 

   ・診察を希望する患者に対し、サージカルマスクを着用させる（咳エチケットの厳守）。 
・患者と直接接触する職員は、サージカルマスクを着用する。また、接触する可能性に応じて、

適宜手袋、エプロン（又はガウン）を着用する。 
・平日時間内は一般外来で対応、夜間・休日は救急外来で対応する。 
・PCR 検体を採取・提出する場合は、「PCR 検体取扱いマニュアル」に準ずる。 
・診察の結果、新型インフルエンザ等と診断した場合、入院治療が必要な患者のみを入院治療と

し、軽症者は在宅療養とする。 
 なお、COVID-19 の疑いに関わらず、原則として以下は常に行う。 
・外来患者の待合室では、発熱や呼吸器症状を訴える患者とその他の患者、または発熱や呼吸器

症状を訴える患者どうしが、一定の距離を保てるように配慮する。呼吸器症状を呈する患者に

はサージカルマスクを着用させる。 
・医療従事者は、標準予防策を遵守する。つまり、呼吸器症状のある患者の診察時にはサージカ

ルマスクを着用し、手指衛生を遵守する。サージカルマスクや手袋などを外す際には、それら

により環境を汚染しないよう留意しながら外し、所定の場所に破棄する。さらに手指衛生を遵

守し、手指衛生の前に目や顔を触らないように注意する。 
・医療従事者は、健康管理に注意し、発熱や呼吸器症状を呈した場合には診療行為を行わずに休

職するようにする。 
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（3）入院診療体制 
   当院又は他病院において入院治療が必要な新型インフルエンザ等患者に対し、入院診療を行う。

その他の入院診療は通常体制とする。 
1）入院病棟 
①新型インフルエンザ等と診断された患者は、6 東病棟の感染症病床（陰圧個室）又は一般個室 
へ入院させる。 

②患者数がさらに増加した場合は、多床室を用いて発症者の集団隔離（コホート隔離）を行い対 
応する。 

③集中治療が必要な場合は、ICU（最大 4 床）へ入院させる。 
 

2）入院病床の準備 
   ・入院中の診療に関しては、通常の飛沫感染予防策及び接触感染予防策に準じた対応を行う（「季

節性インフルエンザ対応マニュアル」参照）。 
   ・病室に個人防護具、手指衛生に必要な物品を準備する。 
   ・診察に必要な器具（体温計、聴診器、血圧計、SpO2モニター等）は、可能な限り個人専用と 

する。 
 

3）入院診療 
   ・外来や他病院から入院する場合は、できるだけ他の患者との接触を避けるようにして病室へ誘

導する。 
・患者のケア、診察等をする場合は、サージカルマスク（新型インフルエンザ等の病原性によっ

ては、N95 マスク）、エプロン（又はガウン）、手袋を着用する。COVID19 疑い等の患者の診

察時には N95 マスク、ゴーグルまたはフェースシールド、手袋、キャップ、ガウンを着用す

る。 
・胸部レントゲン検査や CT 検査等、室外での検査が必要な場合は、患者にサージカルマスクを 
着用させてから移動する。 

   なお、以下のことを COVID19 の場合、実施する。 
Ⅰ標準予防策に加え、接触、飛沫予防策を行う。 
Ⅱ診察室および入院病床は個室が望ましい。 
Ⅲ診察室および入院病床は十分換気する。 
Ⅳ患者の気道吸引、気管内挿管、検体採取などエアロゾル発生手技を実施する際には N95 マ
スク（または DS2 など、それに準ずるマスク）、眼の防護具（ゴーグルまたはフェイスシール

ド）、長袖ガウン、手袋を装着する。 
Ⅴ患者の移動は医学的に必要な目的に限定する。 
なお、職員（受付、案内係、警備員など）も標準予防策を遵守する。 
・N95 マスクの使用に際しては事前のフィットテストと着用時のシールチェックを行い、マス

ク、ゴーグルまたはフェイスシールド、長袖ガウン、手袋などの PPE を脱ぐ際の手順に習熟

し、汚染された PPE により環境を汚染しないように注意する。手指衛生を実施しないまま、

自身の眼や顔面を触れないようにする。 
 

4）入院患者から新型インフルエンザ等が発生した場合の対応 
・病棟内でインフルエンザ等発症が確認された場合、対策本部に連絡し対応を協議する。 
・発症者は原則個室管理とする。発症者がさらに増加した場合は、多床室を用いて発症者の集団 

隔離（コホート隔離）を行い対応する。 
・発症者と同室であった患者は、潜伏期間中の症状観察と体温測定を行い経過観察とするが、必 

要に応じて抗インフルエンザ等薬の予防投与を検討する。また、潜伏期間中のサージカルマス 
ク着用を検討する。 
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（4）サーベイランスの実施（「患者発生サーベイランス」「入院サーベイランス」への変更） 
  ・地域感染期は「接触歴が疫学的に追えなくなった時期」であるため、疑似症または確定患者の全 

数報告が中止される。政府の指示に従い、平時のサーベイランスへ移行する。 
 
（5）職員の健康管理等 

1）健康管理記録 
・対策本部からの指示発令後、健康管理記録を開始する。健康管理記録は、毎月末に各部門責任 

者が取り纏め総務係へ提出する。 
   ・体調不良による欠勤者や外来受診者が出た場合、所属部門責任者が総務係へ報告する（健康管 

理報告の徹底）。 
 
  2）濃厚接触者の対応 

・発症者と濃厚接触した職員は、潜伏期間中の症状観察と体温測定を行い経過観察とするが、必  
 要に応じて抗インフルエンザ等薬の予防投与を検討する。また、潜伏期間中はサージカルマス 
 クを着用し、通常業務可とする。 
・家族が新型インフルエンザ等と診断された場合、職員本人に症状がなければ潜伏期間中のサー

ジカルマスク着用を徹底し、通常業務可とする。 
ただし、COVID19 の場合、同居家族に感染者が発生した場合、14 日間自宅待機とする。 

・勤務中に発熱等の症状が出現した場合は、速やかに業務を中止し、内科外来を受診する。 
 

3）発症者の対応 
   ・発症者の自宅待機は、「解熱した日の翌々日まで（解熱後 48 時間）」を原則とする。 

・解熱後 48 時間を経過し就業を開始する場合は、発症後 7 日を経過するまでサージカルマスク

の着用を徹底する。 
   ただし、COVID19 の場合、退院後の回復期患者には、退院後１週間は可能な限り自宅待機とす

る。その間やむを得ず外出する際は、公共交通機関の利用などの不特定多数との接触の機会は避

けること、及びサージカルマスクの着用と手洗い励行を依頼する。また、１日に 2 回（朝夕）体

温を測り記録するよう協力を求め、37.5℃以上の発熱や呼吸器症状等が出現してきた際には、保

健所へ速やかに報告し、対応について指示を仰ぐ。  
退院後、症状が認められない場合、経過観察のための受診は解熱後１週間後に行うことが勧めら

れる。経過観察は原則として、回復期患者が入院加療を行った医療機関で行う。通常の臨床経過

の評価に必要な検査（行政検査に含まない）と、nCoV 病原体検査（行政検査）を目的として上

気道由来検体等の採取を考慮する。行政検査の要否については、国立感染症研究所にも相談する。 
（6）各部門における対応 
  地域感染期以降、新型インフルエンザ等の患者が大幅に増加する場合に備え、対策本部及び各部 
 門において準備を開始する。 
  1）診療部門（対策本部会議で検討） 
   ①診療継続のための検討 
    ・外来患者数を縮小する方法を検討する。 
    ・待機的入院・待機的手術を控えるために患者選定を検討する。 
    ・待機的入院・待機的手術を控える時期及び縮小規模を検討する。 
   ②救急患者受け入れの調整 
    ・一般の救急患者や他施設の重症患者受け入れを調整する。 
   ③患者数が大幅に増加した場合の診療体制の検討 
    ・新型インフルエンザ等の外来診療担当医師及び入院診療担当医師の増員を検討する。 
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 2）看護局 

   ①人員配置の検討 
    ・患者数が大幅に増加した場合の看護師の人員配置について検討する。 
    ・職員の欠勤に伴う看護師応援体制の調整をする。 
   ②診療に必要な物品の整備 
    ・診療時に使用する個人防護具や手指消毒剤等の在庫を確認し、必要数を準備しておく。 
 
  3）薬務局 
   ①ワクチン 
    ・ワクチン納入の確認、調整を行う。 
    ・特定接種実施の準備を行う（「特定接種対応マニュアル（職員）」参照）。 
   ②抗インフルエンザ等ウイルス薬 
    ・抗インフルエンザ等ウイルス薬の在庫の確認と納入調整を行う。 
   
  4）検査技術科 
    検査キット（入手可能な場合） 
    ・インフルエンザ等迅速診断キット、PCR キット等の検査薬の使用数及び在庫数を確認する。 
    ・各科外来での検査体制について検討する。 
 
  5）放射線技術科 
    レントゲン検査運用方法の検討 
    ・他の一般患者へ感染が拡大しないよう、新型インフルエンザ等患者に対してのレントゲン検 
     査、胸部 CT 検査運用の仕方を検討する。 
 
  6）臨床工学科 
    人工呼吸器等の医療機器の整備 
    ・人工呼吸器等の医療機器の稼働状況の確認と保守・点検を行う。 
  ・ECMO の導入の検討を医局と検討する。 

   
7）事務部門 

   ①総務係 
    ・職員の健康管理の体制整備と管理を行う。 
    ・対策本部の運営や記録を実施する。 
   ②施設管理係 
    ・備蓄している医療資器材の在庫管理を行う。 
    
  8）すべての部門 
   ①職員情報の再確認 
    ・職員の緊急連絡先を再度確認する。 
    ・学校、保育所等に通っている子供の有無、要介護の家族の有無等を確認する。 
   ②人員配置の検討 
    ・職員が欠勤した場合の代替要員を検討しておく。 
    ・部門内で代替要員の確保が困難な場合は、部門（病棟等）を超えた応援体制を検討する。 
    ・欠勤者が大幅に増え代替要員の確保が困難となった場合は、新型インフルエンザ等以外の症 
    状で欠勤している職員の早期就業を検討する。 

③優先業務の把握 
    ・職員が欠勤した場合でも継続する優先業務と縮小してもよい業務を再度確認する。 
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6.4 患者数が大幅に増大した場合 
 地域感染期において患者数の大幅な増加及び勤務可能な職員数の減少により診療制限をする必要性

が生じた場合、事前の計画に基づき、段階的に外来診療・入院診療の制限を開始する。また、各部門は

事前に策定した業務継続計画に基づき、職員の減少に応じた対応をとる。 
 
（1）外来診療体制 
  新型インフルエンザ等の患者数が大幅に増加した場合は、対策本部長の指示に基づき、外来診療を

段階的に縮小する。 
1）外来診療業務の縮小 

   ①慢性疾患等を有する定期受診患者のうち、病状が安定している患者に対して長期処方（90 日分）

を行う。 
   ②慢性疾患等を有する定期受診患者のうち、電話による診療により慢性疾患の状況について診断

できた場合、定期処方薬の処方箋を FAX 等で送付する。 
   ③症状がない段階で同意を得た定期受診患者や再診患者に対して、電話による診療により新型イ

ンフルエンザ等への感染の診断ができた場合、抗インフルエンザ等薬等の処方箋を FAX 等で

送付する。 
   ④上記①～③での対応に伴う外来受診患者の減少及び勤務可能な職員数の減少に応じて、外来診

療枠を縮小する。 
   ⑤外来診療枠の縮小に伴い、外来担当医を再調整する。 
   ⑥遠隔診療について検討する。 
 
  2）広報 
   ①緊急以外の外来受診は避けるよう院外ホームページ、ポスター掲示等で広報する。 

②外来診療制限を行っている旨、院外ホームページ、ポスター掲示等で広報する。 
 
（2）入院診療体制 
  新型インフルエンザ等の患者数が大幅に増加した場合は、対策本部長の指示に基づき、段階的に待

機的入院・待機的手術を控える。 
 

1）入院中の患者への対応 
   ・入院中の患者のうち、病状が安定しており自宅での治療が可能な患者について、十分に説明を 

行った上で退院を促す。 
 
  2）新規入院患者への対応 
   ・入院予定患者のうち、事前計画に基づき一定程度の猶予がある疾病・病態の患者の新規入院を

延期する。 
    

3）新型インフルエンザ等患者への対応 
   ①新型インフルエンザ等の患者数が大幅に増加した場合、6 東病棟を新型インフルエンザ等患者

専用の病棟とする。6 東病棟が満床になった場合、6 西病棟→4 西病棟の順に入院病床を確保

する。 
   ②集中治療が必要な場合は、ICU へ入院させる。ICU が満床になった場合は、一般個室へ入院さ 

せる。 
 
  4）入院診療体制について 
   ・入院対象となる患者の変更、職員の欠勤状況に応じ、入院担当医を再調整する。 
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5）広報 
   ・入院診療制限を行っている旨、院外ホームページ、ポスター掲示等で広報する。 
 
（3）各部門における対応 
  事前に検討した業務継続計画に基づき優先業務を継続できるよう、各部門内で業務量の調整、人員

配置を行う。 
 
（4）地域全体での医療体制の確保について 
  地域感染期において、患者数の大幅な増加及び勤務可能な職員数の減少により診療制限をする必要

性が生じた場合の当院の役割について確認する。 
  ①受け入れ病床は満床であるが、さらに新型インフルエンザ等患者の入院要請があった場合、軽症

患 
者の転院等を考慮し、入院病床を確保する。 

  ②他医療機関や県が設置する臨時の医療施設への応援要請があった場合、対策本部長は各部門責任 
   者に対し、応需可能か確認する。 
  ③地域住民に対する予防接種のため市が実施する予防接種への応援要請があった場合、対策本部長 
   は各部門責任者に対し、応需可能か確認する。 
 
6.5 小康期 
 小康期においては BCP 解除基準に則り、BCP を解除し、各部門の業務体制を通常体制に戻す。また、 
新型インフルエンザ等の第 2 波に備え、BCP の見直し・改訂及び各部門内での業務の見直しと個別行

動計画の改訂等を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

各種マニュアル・帳票 

（１）マニュアル一覧 

 
（２）帳票類一覧 

 
 
 
 
 
 
 

Ｎｏ 名称 内容 作成元 

１ 院内感染対策マニュアル 

院内で行うべき感染対策全般をまとめたもの 

「標準予防策」、「感染経路別予防策」、「新型インフルエ

ンザ感染対策」、「インフルエンザ感染対策」     等 

感染管理委員会

２ 
帰国者・接触者外来対応

マニュアル 

帰国者・接触者外来開設から患者対応についてまとめた

もの 
感染管理委員会

３ 
特定接種対応マニュアル 

（職員） 
職員へのワクチン接種についてまとめたもの 感染管理委員会

４ 
PCR 検体取扱いマニュア 

ル 

PCR 検体の採取方法及び保管方法、管轄保健所への提

出方法についてまとめたもの 
感染管理委員会

５ 
サーベイランス実施マニュ

アル（平常時） 

平常時実施している「インフルエンザ定点報告」、「インフ

ルエンザ入院患者報告」についてまとめたもの 
感染管理委員会

Ｎｏ 名称 内容 使用者 

１ 
院内緊急連絡先リスト 

（各部門保管用） 
各部門の所属スタッフの緊急連絡先を記載したもの 各部門 

２ 
対策本部指示連絡シート 

（対策本部→各部門） 
対策本部から各部門への伝達事項を記載するもの 対策本部 

３ 
対策本部指示受けシート 

（対策本部用） 

対策本部が対策本部長（又は代行者等）から受けた指示

及び対応事項を記載するもの 

対策本部 

各部門 

４ 
外部機関問合せ記録シー

ト（外部機関→当院） 
外部機関から当院が受けた問合せ内容を記載するもの 

対策本部 

各部門 

５ 
外部機関問合せ記録シー

ト（当院→外部機関） 
当院から外部機関へ問合せた内容を記載するもの 

対策本部 

各部門 

６ 
サプライヤ被害状況報告

シート 
サプライヤの被害状況と対応事項を確認し記載するもの 担当部門 

７ 
医薬品及び感染対策用

品在庫確認シート 

新型インフルエンザ対策に必要な物品の在庫を確認す

るためのもの 
担当部門 

８ 院内職員発症疑いリスト 各部門から報告された体調不良者等を記録するもの 
対策本部 

（情報収集担当者）

９ 健康管理記録シート 
職員個人が毎日の体調（体温、症状等）について記録す

るもの 
全職員 



別紙 

（別紙１）新型インフルエンザ等感染症に関する情報確認先リスト 
 
1．情報収集班の構成 
（1）情報収集責任者：感染管理委員長 
（2）情報収集担当者と主な役割  
  新型インフルエンザ等の発生時には、感染管理委員長の指示のもと、本部事務局及び感染防止対策

チーム員が情報収集にあたる。 
  ①本部事務局（事務長、総務係主任）：外部からの通達等の窓口 

②感染防止対策チーム員：国内外の情報収集、院内の情報収集 
 
2．主な情報入手先リスト 
 以下のホームページより国内外の情報を収集する。 

 

 
3．情報の開示 
 収集した情報は、院内 LAN「感染管理委員会ホームページ」に掲載し、随時更新する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（別紙２）医薬品及び感染対策用品リスト 

 
 
 
 



（別紙３）緊急連絡先一覧 
 

電話番号 FAX

国 厚生労働省
〒100-8916

東京都千代田区霞が関1-2-2
03-5253-1111

県 茨城県庁（保健福祉部）
〒310-0852

茨城県水戸市笠原町978番6
029-301-1111

ひたちなか市役所（本庁）
〒312-0052

茨城県ひたちなか東石川町2丁目10番1号
029-273-0111

ひたちなか市役所（健康推進課）
〒312-0016

茨城県ひたちなか市松戸町1丁目14番1号
029-276-5222 029-276-0209

ﾍﾙｽ･ｹｱ･ｾﾝﾀｰ

（予防接種関連）

水戸保健所
〒310-0852

茨城県水戸市笠原町993番2
029-241-0100

ひたちなか保健所 029-265-5515

ひたちなか保健所（健康指導課） 029-265-5647

茨城県医師会
〒310-0852

茨城県水戸市笠原町489
029-241-8446 029-243-5071 茨城県ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ4F

ひたちなか市医師会
〒312-0057

茨城県ひたちなか市石川町20-32
029-274-4313 029-274-0313

本社
〒100-0005

東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
03-3258-1111

警備
ALSOK昇日セキュリティ

サービス株式会社

〒312-0033

茨城県ひたちなか市市毛1070番地
029-354-1491 茨城南SC

エレベータ等保

守管理
株式会社日立ビルシステム

〒310-0011

茨城県水戸市三の丸1丁目4番73号
029-233-6921

日和サービス株式会社（本社）
〒316-0034

茨城県日立市東成沢町2-2-10
0294-38-1121 0294-37-4191

日和サービス株式会社

（なか病事務所）

〒312-8503

茨城県ひたちなか市石川町20-1
029-276-2033 029-276-2033

東邦薬品株式会社

（水戸営業所）

〒311-3108

東茨城郡茨城町中央工業団地6-20
029-219-0533 029-219-0537

ﾀﾐﾌﾙ,ｲﾅﾋﾞﾙ,ﾗﾋﾟｱｸﾀ

発注先

アルフレッサ株式会社

（水戸支店）

〒310-0851

茨城県水戸市千波町字久保461番地
029-243-2911 029-243-2917 リレンザ発注先

株式会社スズケン

（茨城営業部水戸支店）

〒310-0913

茨城県水戸市見川町2131-115
029-244-1664 029-244-1830

株式会社メディセオ
〒310-0913

茨城県水戸市大塚町1852-4
029-251-7843 迅速診断キットﾄ発注先

東邦薬品株式会社

水戸営業所

〒311-3108

茨城県東茨城郡茨城町中央工業団地6-20
029-219-0533

ＳＰＤ業務
株式会社栗原医療器械店

（水戸支店）

〒310-0905

茨城県水戸市石川2-4090-1
029-251-2161 院内PHS：3340

滅菌処理業務
鴻池メディカル株式会社

（本社）

〒321-3325

栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台62-3
028-677-1215

食堂運営 エームサービス株式会社（本社）
〒107-0052

東京都港区赤坂2-23-1　ｱｰｸﾋﾙｽﾞﾌﾛﾝﾄﾀﾜｰ
03-6234-7500

日立総合病院
〒317-0077

茨城県日立市城南町2丁目1番1号
0294-23-1111 0294-23-8317

〃（多賀分院）
〒316-0035

茨城県日立市国分町2丁目1番2号
0294-33-0035 0294-38-6401

日立健康管理センタ
〒317-0076

茨城県日立市会瀬町4丁目3番16号
0294-34-1020 0294-35-7100

土浦診療健診センタ
〒300-0012

茨城県土浦市神立東2丁目27番8号
0298-31-5830 0298-32-1372

筑波大学附属病院
〒305-8576

茨城県つくば市天久保2-1-1
029-853-3900 029-853-3904

医
療
機
関

社
内
・
関
連

清掃

サ
プ
ラ
イ
ヤ

医薬品

体外診断
医薬品

区分 機関名 所在地
連絡先

備考

行
政
・
自
治
体

自治体
〒312-0005

茨城県ひたちなか市新光町95番地
029-265-5040



説明１／２頁 
説 明 

 
１．改訂経過 
 （１）改訂１（２０１３．１２．１０） 
  外部審査の所見により、以下の項目の見直しを行った。 
  （ａ）「４．危機管理体制（２）役割と責任」の対策本部長の代行者に順番を追記した。 
 
 （２）改訂２（２０１４．４．３０） 
  演習結果を踏まえて、以下の項目の見直しを行った。 
  （ａ）「6.1 海外発生期から地域感染早期（１）外来診療体制」の帰国者・接触者外来の設置に関 
     し、『管轄保健所からの要請を受けた時点で』の文言を追加した。 
  （ｂ）「6.1 海外発生期から地域感染早期（１）外来診療体制 １）帰国者・接触者外来の設置」の 
     設置場所について、時間的または空間的分離が必要な理由を追記した。 
  （ｃ）「6.1 海外発生期から地域感染早期（１）外来診療体制 ２）帰国者・接触者外来運営の準備」 
     について、各部門の役割を追記した。 
  （ｄ）「6.1 海外発生期から地域感染早期（１）外来診療体制」に『３）帰国者・接触者外来診察 

対象』を追記した。 
  （ｅ）「6.1 海外発生期から地域感染早期（１）外来診療体制 ４）帰国者・接触者外来での診療」 
     について、診療にあたっての手順を追記した。 
  （ｆ）「6.1 海外発生期から地域感染早期（２）入院診療体制 ３）入院診療」に関し、入院の経路 

を追記した。 
  （ｇ）「6.1 海外発生期から地域感染早期（２）入院診療体制 ４）職員の健康管理等」に、発症者 

と濃厚接触者の自宅待機の目安を追記した。 
  （ｈ）「6.2 地域感染期（３）職員の健康管理等」に『３）発症者の対応』を追記した。 
  （ｉ）「6.2 地域感染期（４）各部門における対応 ８）すべての部門」について、新型インフルエ 

ンザ以外の症状で欠勤している職員の早期就業の検討を追記した。 
  （ｊ）「6.3 患者数が大幅に増大した場合（１）外来診療体制 １）外来診療業務の縮小」の長期処 

方 84 日分を 90 日分に変更した。 
  （ｋ）2014.4.1 付職制改正を踏まえ、部門名等の記載を変更した。 
 
（３）改訂３（２０１５．１２．１） 
  （ａ）委員会名称変更に伴い、文中「感染対策員会」を「感染管理委員会」、「感染管理部会」を「感 

染防止対策チーム」へ変更した。 
  （ｂ）委員会名称変更に伴い、文中「感染対策委員長」を「感染管理委員長」、「感染管理部会長」

を「感染防止対策チーム長」へ変更した。 
  （ｃ）2015.4.1 付職制改正を踏まえ、部門名等の記載を変更した。 
  （ｄ）「3.1 対象リスク（１）発生段階」に図を追加した。 
  （ｅ）「6.1 発生段階ごとの対策の概要」に新型インフルエンザ等対策行動計画の詳細を追記した。 
  （ｆ）「6.2 海外発生期から地域感染早期」に図を追加した。 
  （ｇ）「6.2 海外発生期から地域感染早期（１）外来診療体制 ２）帰国者・接触者外来運営の準備」

にトリアージについて追記した。 
  （ｈ）「6.2 海外発生期から地域感染早期（２）入院診療体制」にサーベイランスの実施について

追記した。 
  （ｉ）「6.3 地域感染期」に図を追加した。 

（ｊ）「6.3 地域感染期（２）入院診療体制」にサーベイランスの実施について追記した。 
  （ｋ）別紙３「院内連絡網」を見直した。 
 



説明２／２頁 
（４）改訂４（２０１６．１１．１） 

（ａ）2016.4.1 付職制改正を踏まえ、部門名等の記載を変更した。 
（ｂ）「社会機能維持等業務」の記載を「重要業務」に変更した（「業務インパクト分析基準」に 

準拠）。 
 
（５）改訂５（２０１７．１２．１） 
  「対策本部設置及び事業継続計画発動基準」の制定に伴い、対策本部の設置及びＢＣＰの発動時 
  に関する事項を削除した。 
 
（６）改訂６（２０１９．４．１５） 
  シミュレーション演習での検討事項を踏まえ、「地域感染期（前段階）での対策本部検討事項」 

を追記した。 
 
（７）改訂７（２０２０．３．１９） 

新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正にともない、必要事項を修正した。 




